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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 第26期 第27期 第28期 第29期 第30期

決算年月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月平成24年３月平成25年３月

営業収益 (千円) 2,611,2062,599,6423,406,0203,213,5123,368,327

経常利益 (千円) 872,013 927,954 896,392951,7501,016,755

当期純利益 (千円) 504,093 532,159 503,537523,633611,991

持分法を適用した

場合の投資利益
(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 517,750 517,750 517,750517,750517,750

発行済株式総数 (株) 22,650 22,650 22,650 22,650 22,650

純資産額 (千円) 2,545,1852,772,0733,034,2713,229,6933,693,099

総資産額 (千円) 3,195,7513,591,9773,840,3664,094,7014,502,392

１株当たり純資産額 (円) 120,311.28131,036.31143,430.481,526.681,745.73

１株当たり配当額

(内１株当たり中間配当額)

(円)

 

15,000.00

(　　7,500.00)

15,000.00

(　　7,500.00)

15,000.00

(　  7,500.00)

15,000.00

(　  7,500.00)

15,000.00

(　  7,500.00)

１株当たり当期純利益金額 (円) 23,591.0425,155.2423,802.30247.52 289.29

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 79.6 77.2 79.0 78.9 82.0

自己資本利益率 (％) 18.5 20.0 17.3 16.7 17.7

株価収益率 (倍) 9.5 11.3 11.5 12.6 12.7

配当性向 (％) 63.6 59.6 63.0 60.6 51.9

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 461,893 663,343 524,629628,919689,935

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △25,964 14,760△2,054,840△441,201△478,977

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △847,302△327,002△334,892△337,712△332,861

現金及び現金同等物

の期末残高
(千円) 2,103,5472,454,649589,546439,551317,648

従業員数

(ほか、平均臨時

雇用者数)

(名)
45

(16)

46

(14)

48

(14)

49

(14)

49

(13)

(注) １　当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載してお
りません。

２　営業収益には消費税等は含まれておりません。
３　持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社がないので記載しておりません。
４　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、転換社債等潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
５　第28期において、センチュリー21フランチャイズ広告基金組合からの有料ポータルサイトの物件掲載業務に関する事
業の譲受けにより、第27期と比べ営業収益が増加しております。

６　当社は、平成25年４月１日を効力発生日として普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。第29期の期首
に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利益金額」を算定してお
ります。
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２ 【沿革】

昭和58年６月　　伊藤忠商事株式会社が米国のセンチュリー21・リアルエステートコーポレーションとサブフランチャイズ

契約調印(契約期間25年間)。

昭和58年10月　　東京都港区赤坂に株式会社センチュリー21を設立(資本金250,000千円)、不動産仲介フランチャイズビジネ

スを開始。

昭和58年11月　　株式会社センチュリー21・ジャパンに商号変更並びに伊藤忠商事株式会社からサブフランチャイズ権を譲

り受ける。

昭和59年７月　　首都圏において、加盟店数12店舗にてグランドオープン。

昭和59年９月　　第１回増資150,000千円を実施し、資本金400,000千円とする。

昭和62年７月　　財団法人日本フランチャイズチェーン協会のサービス業に加入。

昭和63年５月　　センチュリー21・リアルエステートコーポレーションとのサブフランチャイズ契約の期間を“永久”に延

長する。

平成２年５月　　大阪市中央区久太郎町に大阪支店を開設。

平成６年10月　　東京都港区北青山(現本社所在地)に本社移転。

平成９年４月　　輸入住宅の導入を開始。

平成11年２月　　名古屋市中区錦に名古屋支店を開設。

平成11年３月　　従業員持株会に第三者割当増資を実施し、資本金403,000千円とする。

平成12年１月　　センチュリー21全国加盟店評議会(NBCC)発足。

平成12年10月　　賃貸版クラブセンチュリオンの業務を開始。

平成13年３月　　加盟契約店数が400店舗突破。

平成13年11月　　日本証券業協会に店頭登録。

平成15年２月　　スーパー賃貸の業務を開始。

平成15年10月　　売買版クラブセンチュリオンの業務を開始。

平成16年２月　　福岡市博多区博多駅前に九州支店を開設。

平成16年12月　　株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場。

平成17年３月　　加盟契約店数が600店舗突破。

平成17年９月　　従来センチュリー共済会が行ってきたスーパー賃貸業務を当社の賃貸物件向け総合サ－ビスに移管。

平成18年６月　　加盟契約店数が700店舗突破。

平成18年10月　　山形県に進出開始。

平成19年１月　　岡山県・広島県に進出開始。

平成20年１月　　加盟契約店数が800店舗突破。

平成20年４月　　一般労働者派遣事業、有料職業紹介事業を開始。

平成22年４月　　ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所との合併に伴い、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）に上場と

なる。

平成22年７月　　センチュリー21フランチャイズ広告基金組合より有料ポータルサイトの物件掲載業務に関する事業を譲受

ける。

平成22年10月　　大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所ＪＡＳＤＡＱ市場及び同取引所ＮＥＯ市場の各市場の統合に伴

い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場となる。

平成24年２月　　不動産仲介とリフォームを組み合わせたリボーン住宅という新たな取組に向け、パナソニック株式会社エコ

ソリューションズ社と業務提携。

平成24年９月　　北海道に進出開始。
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３ 【事業の内容】

当社の企業集団は、当社、伊藤忠商事㈱で構成されています。

伊藤忠商事㈱は多様な機能と世界68カ国におよぶ広範なネットワークをもち、トレーディングをはじめとし金

融関連事業、事業投資など幅広いビジネス活動を展開しています。

当社は、不動産仲介業のフランチャイズ システム(センチュリー21)を日本において展開しているフランチャイ

ザー(チェーン主)であります。事業内容は、米国デラウェア州法人センチュリー21・リアルエステートＬＬＣ(国

際本部)が開発した「センチュリー21マーク等」及び「センチュリー21システム」をフランチャイジー(加盟店)

に提供することであり、その対価として、加盟金、更新料、サービスフィーを受け取っております。具体的には、フラ

ンチャイザーとして、店舗ネットワークの拡充(下記①)と業務支援サービス(下記②～⑥)を行っております。

①フランチャイズ加盟店の募集

②フランチャイズ加盟店の経営者、管理者並びに営業マンに対する教育・研修

③各種情報システムの提供

④テレビコマーシャル等の共同広告の実施

⑤加盟店及び加盟店の顧客に対する金融・保険サービスの斡旋

⑥加盟店をバックアップするための各種サービス業務の実施

(１)　事業の系統図
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(２)　広告基金組合は当社と全加盟店の共同拠出により設立された広告基金を管理・運営する任意組合

であります。

同基金に対する拠出金は当社が加盟店から受領するサービスフィー収入の10％相当額(当該拠出金

は当社の損益計算書上、発生主義に基づき営業原価に計上しております。)及び加盟店からの月額10万

円(加盟時に一時金30万円、４か月目から毎月10万円)であり、平成25年３月期の総額は現金ベースで

1,118百万円(当社273百万円、加盟店845百万円)となっております。同基金組合は“センチュリー21”

の一般的知名度向上を目的に全加盟店の共同の利益のためにのみ実施される広告・広報活動等に使

用され、繰越金(余剰金)が発生しないよう当年度中に費消する方針で運営されております。なお、当社

は善管注意義務のある管理者として、拠出金を徴収し、広告・広報活動等だけに同基金を使用する義

務を負っており、その使用明細を示した現金収支計算書を国際本部及び全加盟店向けに毎期報告して

おります。
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４ 【関係会社の状況】
 

名称 住所
資本金又は
出資金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有(被所有)割合

関係内容
所有割合
(％)

被所有割合
(％)

(その他の関係会社)       

伊藤忠商事株式会社　(注) 東京都港区 202,241総合商社 ― 49.7
不動産・建設業界に関する
情報の当社への提供と助言
役員の兼任　２名

(注)　有価証券報告書を提出しております。

 

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

（平成25年３月31日現在）

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

 
49(13)

45.8 9.0 6,483,388

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　括弧内の数字は臨時従業員数であり年間の平均人員を外数で記載しております。

３　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

４　当社は、不動産フランチャイズ事業の単一セグメントであるため、事業のセグメントごとの従業員数は記載しており

ません。

 

(2) 労働組合の状況

当社では、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

 

EDINET提出書類

株式会社センチュリー２１・ジャパン(E05238)

有価証券報告書

 6/68



第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、海外景気の持ち直し、震災からの復興に向けた公共工事の増勢の

継続に加えて、新政権誕生による緊急経済対策への期待感の高まり、日銀の一段の金融緩和期待などを

背景として、株高や消費者マインドの改善が見られました。

不動産業界におきましても、住宅ローン減税や低金利など各種政策支援が継続される中、新設住宅着

工戸数は昨年９月以降、６ヶ月連続増加、また本年３月に発表された2013年度公示地価によれば、全国的

には依然として下落しているものの、下落幅は縮小し、上昇・横ばい地点が大幅に増加、地価の底打ちが

ますます鮮明になりつつある状況にあります。

この中で当社は引き続き「加盟店1,000店舗」「加盟店営業員一人当たり売上50％増」に向けた施策

を実施いたしました。加盟店増加策に向け、昨年９月に北海道に第１号店を出店、本年３月末現在で道内

10店舗となっております。また、本部営業社員の増員と教育の徹底、加盟セミナーの機会増加、新規加盟

専用ＨＰの強化、及び異業種・独立開業希望者に対する営業強化等を行った結果、過去最高の813店舗と

なりました。更に加盟店営業員の営業力の底上げに向けたセンチュリオンアカデミー等の研修を拡大

し、その他、新たな取組分野の開発としてパナソニック株式会社エコソリューションズ社との業務提携

により、不動産仲介とリフォームを組み合わせたリボーン住宅の取組を昨年９月より開始しました。

このような状況のもとで、当社はサービスフィー収入が前年同期比プラス4.5％で111百万円増加の

2,597百万円、ＩＴサービスは同プラス10.8％で51百万円増加の533百万円、加盟金収入が同マイナス

3.0％で5百万円減少の176百万円、その他が同マイナス4.4％で2百万円減少の61百万円となり、営業収益

全体としては同プラス4.8％で154百万円増加の3,368百万円となりました。また、営業総利益は前年同期

比プラス5.3％で115百万円増加の2,286百万円となりました。販売費及び一般管理費は貸倒引当金関係

が減少したものの、人件費、その他経費が増加し、前年同期比プラス4.2％で53百万円増加の1,337百万円

となりました。その結果、営業利益は前年同期比プラス7.0％で61百万円増加の949百万円、経常利益は同

プラス6.8％で65百万円増加の1,016百万円、当期純利益は同プラス16.9％で88百万円増加の611百万円

となりました。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ121百万円

減少(27.7％減)し、当事業年度末には317百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における営業活動の結果得られた資金は、689百万円（前事業年度は628百万円の収入）と

なりました。これは主として税引前当期純利益1,012百万円の計上及び法人税等の支払額418百万円によ

るものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における投資活動の結果使用した資金は、478百万円（前事業年度は441百万円の使用）と

なりました。これは主として有価証券の取得による支出によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における財務活動の結果使用した資金は、332百万円（前事業年度は337百万円の使用）と

なりました。これは、配当金の支出とリース債務の返済による支出によるものであります。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

当事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）における加盟店数の地域別及び

営業収益の収入別・地域別内訳を示すと、次の通りであります。　　　　　　　　（単位：店）

地域別 新規加盟店数 退店(解約)数 期末加盟店数 前年同期比(％)

首都圏 ４３ ３０ ４４０ １０３．０

関西圏 ２６ １１ ２６３ １０６．０

中部圏 　３ 　３ 　５７ １００．０

九州圏 　２ 　１ 　５３ １０１．９

合　計 ７４ ４５ ８１３ １０３．７

 
(単位：千円)

地域別
サービス

フィー

前年

同期比

ＩＴ

サービス

前年

同期比
加盟金

前年

同期比
その他

前年

同期比

営業収益

合計

前年

同期比

首都圏 1,729,293102.8%533,023110.8%108,45098.9%53,36898.4%2,424,135104.2%

関西圏 648,301108.5% - - 59,362107.7%7,54382.1%715,208108.1%

中部圏 153,856108.2% - - 5,90056.2% 261 53.0%160,018104.5%

九州圏 65,766102.5% - - 2,85041.8% 349 74.1%68,96596.5%

合計 2,597,218104.5%533,023110.8%176,56297.0%61,52395.6%3,368,327104.8%

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2. 上記サービスフィー収入に対する全加盟店の平成25年３月期地区別総取扱高、総取扱件数および総受取
　　手数料は、以下の通りであります。
 

(単位：千円／件)

 
首都圏 関西圏 中部圏 九州圏 合計

総取扱高 424,296,469149,339,50643,956,275    13,486,891631,079,142

総取扱件数 258,141 61,967 10,207        11,397 341,712

総受取手数料 28,663,78410,546,7992,456,628      999,72942,666,941
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３ 【対処すべき課題】

　    当社が今後中長期的戦略を実行して行く為に対処すべき課題としては、下記の事項を考えております。

　　①　新規地域進出を含め、更なる加盟店ネットワーク規模の拡大（加盟店の積極的募集活動）。

　　②　加盟店の業務支援サービス（特に教育・研修）の拡充と向上。

　　③　お客様の利便性を追求して物件情報開示システム等のIT化の更なる促進。

　　④　各種広告、広報活動を通じたセンチュリー21ブランドイメージの更なる向上とブランドイメージに見

合ったお客様の現場での利用意向度向上。

 

４ 【事業等のリスク】

当社の経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものが

あります。

　なお、文中における将来の事項は、有価証券報告書提出日（平成25年６月19日）現在において当社が判

断したものであります。

 

（1）業績の変動要因

当社は収益の源泉である営業収益のほぼ全てを加盟店から受け取る歩合制のサービスフィー収入

と新規加盟時の加盟金並びに５年毎の契約更新時の更新料を含む加盟金に依存しております。従い

まして、当社の営業収益は直接的には加盟店数と１店当たりサービスフィー収入に左右されること

になります。しかしながら、１店当たりサービスフィー収入につきましては中古住宅流通市場を中心

とした不動産市況、地価動向、金利水準、住宅税制、大手不動産仲介業者との競争など外部環境の影響

を受ける可能性があります。

 

（2）フランチャイズ展開

現在、首都圏、関西圏、中部圏及び九州圏を中心にセンチュリー21フランチャイズシステムを運営

しております。基本方針としては、経営者の事業意欲及び適格性、周辺地域の市場性などを十分に審

査し、加盟を認める厳選主義を採っております。しかし、今後は業績が低水準に止まっている既存加

盟店については新規加盟店と入れ替える政策も促進していく考えであります。上記の地域内におい

ても、また、これら以外の地域においても、センチュリー21フランチャイズシステムの展開運営余地

は、未だ多くあるものと考えておりますが、首都圏の一部地域など既存加盟店との距離制限（400

メートルルール）に制約されたり、新規加盟にあたって近接する既存加盟店との調整が必要な場合

もあり、店舗展開が必ずしも当社の計画どおりに進まない可能性があります。

 

（3）加盟店が受ける法規制

不動産取引については、「宅地建物取引業法」、「国土利用計画法」、「都市計画法」、「建築基準

法」などの規制があります。当社の加盟店は不動産仲介業者としてそれらの規制を受けており、「宅

地建物取引業法」に基づく免許を取得して不動産の売買または賃貸の仲介、受託販売等の業務を

行っております。

　　　当社では新規加盟にあたって宅地建物取引業法の違反履歴や経営者の風評を含めた適格性を審査し

ているほか、当社内に「お客様相談室」を設置して、顧客クレームに直接対応するなど加盟店の法令

遵守及び是正指導に十分留意しております。しかし、一部の加盟店における法令違反や顧客クレーム

等がセンチュリー21グループ全体の信用やイメージを損なうような事態に発展した場合、当社の経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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５ 【経営上の重要な契約等】

(1) サブフランチャイズ契約
 

相手方の名称 国名 契約内容 契約期間

センチュリー21・リア

ルエステートＬＬＣ

 

米国

センチュリー21の名称を含む商標サービスマーク(以下これらを総

称して「センチュリー21マーク等」という。)及び国際本部が開発

した不動産市場において、より効果的に競争出来るように考案され

た戦略、手順及び手法を含む、独立経営の不動産業店舗の販売促進

並びに助力となるようなシステム(以下「センチュリー21システ

ム」という。)の再使用許諾権。

 

・テリトリー

サブフランチャイザーにライセンスされる独占的地域は、日本国と

する。

・サービス料金

サブフランチャイザーが201以上1,000以下のフランチャイジーを

有している期間中、サブフランチャイザーの総収入の10％。

永久

(注)　国際本部とは センチュリー21・リアルエステートＬＬＣのことであり、日本本部あるいはサブフランチャイザーは当社

のことであります。

 

(2) センチュリー21フランチャイズ契約
 

契約の当事者 契約内容 契約期間

当社

(日本本部)

及び

加盟店

・フランチャイズの許諾

　「日本本部」は「加盟店」に対し、「センチュリー21マーク等」又は「センチュ

リー21システム」の非独占的使用権を許諾し、「加盟店」はこれを受託する。

・更新契約、更新料

　本契約有効期間満了の180日前から90日迄に契約更新をしたい旨の通知を書面にて

「日本本部」に送付すること。

　更に５年間の本契約更新を決定した場合には、更新時点における新規加盟金の10％

相当額を更新料として「日本本部」に現金にて支払わなければならない。

・加盟金

　本契約の締結と同時に、「加盟店」は加盟金として下記金額を「日本本部」が指定

する銀行口座に現金にて支払う。

　　首都圏　　300万円　　関西圏　　250万円　　中部圏　　200万円

　　九州圏　　150万円（税抜き）

　　(但し、支店契約に関しては上記加盟金の２分の１相当額)

・サービスフィー

　本契約有効期間中に加盟店が以下の取引により受領する総売上高(不動産仲介手数

料等)の６％相当額または、加盟店が自ら売主となり販売したマンション・戸建住宅

等の売買代金の0.36％相当額を「日本本部」が指定する銀行口座に当月月末締めで

当月分から最低保証額を調整した金額を翌月４日までに、現金にて支払う。

　　①　宅地建物取引業免許が必要な全ての取引

　　②　建築請負、企画、設計の取引

　　③　宅地以外の土地、建築物及び工作物の売買、賃貸借、交換又は贈与等全ての処分

を含む全ての取引

　　④　「センチュリー21マーク等」又は「センチュリー21システム」を使用する全て

の取引

・広告基金分担金　　　　月額　10万円(税抜き)

　公共的広告宣伝・市場調査の費用

５年

 

(3) 重要な事業の譲受け

該当事項はありません。
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６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。

 

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成25年６月19日）現在において当社が判

断したものであります。

 

（1）今期の経営成績

営業収益は、サービスフィー収入が2,597百万円で前年同期比4.5％の増加となりました。また、Ｉ

Ｔサービス収入は533百万円で前年同期比10.8％の増加、加盟金収入は当期中に74店舗の加盟があり

176百万円の同3.0％の減少、その他は61百万円で同4.4％の減少となり、全体では3,368百万円となり

同4.8％の増加となりました。一方、販売費及び一般管理費は1,337百万円となり同4.2％の増加とな

りました。その結果、営業利益は949百万円で同7.0％の増加、経常利益は1,016百万円で同6.8％の増

加、当期純利益は611百万円で同16.9％の増加となりました。

 

（2）今期の財政状態

　　 　当事業年度末における流動資産の残高は3,563百万円で、前事業年度末に比べ246百万円増加しており

ます。有価証券の増加が主な要因であります。

　　　当事業年度末における固定資産の残高は938百万円で、前事業年度末に比べ161百万円増加しておりま

す。投資その他の資産の増加が主な要因であります。

当事業年度末における流動負債の残高は593百万円で、前事業年度末に比べ26百万円減少しており

ます。未払法人税等及び営業未払金の減少が主な要因であります。

当事業年度末における固定負債の残高は215百万円で、前事業年度末に比べ29百万円減少しており

ます。長期未払金及びリース債務の減少が主な要因であります。

当事業年度末における純資産の残高は3,693百万円で、前事業年度末に比べ463百万円増加してお

ります。繰越利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の増加が主な要因であります。

 

（3）流動性及び資金の源泉

営業活動によるキャッシュ・フローでは、689百万円（前事業年度は628百万円の収入）の収入と

なりました。これは主として税引前当期純利益1,012百万円の計上及び法人税等の支払額418百万円

によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローでは、478百万円（前事業年度は441百万円の使用）の使用と

なりました。これは主として有価証券の取得による支出によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローでは、332百万円（前事業年度は337百万円の使用）の使用と

なりました。これは、配当金の支出とリース債務の返済による支出によるものであります。
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（4）今後の方針

当社の事業は「センチュリー21ネットワーク規模の拡大（加盟店募集業務）」と「加盟店業績向

上の為の業務支援サービス（教育・研修など）」に大別され、これらの事業を両輪として業務拡大

に努めて行く所存であります。具体的には、加盟店ネットワークを1,000店舗体制、加盟店営業員一人

当たり売上50％増を目指しております。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当社は、不動産フランチャイズ事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの設備投資等の概要

の記載はしておりません。

当事業年度につきましては、総額68,449千円の設備投資を行いました。

その主なものとしては、有形固定資産については、大阪支店移転に伴う設備関係費用、社有車の購入、複合

機、テレビ会議システム費用があり、無形固定資産については反響管理システム（ＬＥＡＤ21）の開発が

あります。

 

２ 【主要な設備の状況】

当社は、不動産フランチャイズ事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの主要な設備の状況

の記載はしておりません。

（平成25年３月31日現在）

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額（千円）

建物附属
設備

車両
運搬具

工具、器具
及び備品

リース資産
有形固定
資産合計

ソフト
ウエア

リース資産
電話
加入権

本社
(東京都港区)

(注)１

会社統括業務及び
営業活動業務

15,098 200 10,0974,17329,56977,51412,1251,893

大阪支店
(大阪市北区)

営業活動業務 9,073 3,554 1,810 - 14,438 - - 72

名古屋支店
(名古屋市中区)

営業活動業務 2,191 2,352 1,565 - 6,109 - - -

九州支店
(福岡市博多区)

営業活動業務 5,265 1,927 1,708 - 8,901 - - -

合計 31,6298,03315,1814,17359,01877,51412,1251,966

 

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額（千円） 従業
員数
(名)無形固定

資産合計
固定資産
合計

本社
(東京都港区)

(注)１

会社統括業務及び
営業活動業務

91,533121,103 35

大阪支店
(大阪市北区)

営業活動業務 72 14,510 7

名古屋支店
(名古屋市中区)

営業活動業務 - 6,109 4

九州支店
(福岡市博多区)

営業活動業務 - 8,901 3

合計 91,606150,624 49

(注) １　ソフトウエアにつきましては事業所別に区分が不可能なため、本社に一括して計上しております。

２　賃借している事務所の概要は以下の通りであります。
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事業所名 賃借先 専有面積

本社 吉川合名会社 804.37㎡

大阪支店 阪急電鉄株式会社 160.80㎡

名古屋支店 伊藤忠商事株式会社 160.23㎡

九州支店 星光ビル管理株式会社 107.23㎡

 

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

当社は、不動産フランチャイズ事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの設備の新設、除却

等の計画の記載はしておりません。

 (1) 重要な設備の新設等

今後につきましても自己資金によりＩＴ関連投資を継続して行い、ハードウェアとソフトウエ

アの購入(一部はリース)に毎年約100百万円のＩＴ関連投資(維持費用含む)を計画しております。

 

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 50,000

計 50,000

（注）平成25年１月25日開催の取締役会決議により、平成25年４月１日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式

総数は4,950,000株増加し、5,000,000株となっております

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成25年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年６月19日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 22,650 2,265,000
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

（注）

計 22,650 2,265,000 ― ―

（注）平成25年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行いました。これにより、発行済株式総

数は2,242,350株増加し、2,265,000株となっております。また、同日付で単元株式制度を採用し、単元株式数を100株として

おります。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

 
平成19年４月１日

（注1）
 

18,120 22,650 - 517,750 - 168,570

(注)１．平成19年４月１日付で普通株式１株を普通株式５株に分割しております。

　　　　　  ２．平成25年４月１日付をもって１株を100株に分割し、発行済株式総数が2,242,350株増加し、提出日現在の発行済株式

総数は、2,265,000株となっております。

 

(6) 【所有者別状況】

（平成25年３月31日現在）

区分

株式の状況

単元未満株
式の状況政府及び

地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

- 8 5 95 3 2 959 1,072 ―

所有株式数
(株)

- 2,854 49 12,667 71 11 6,99822,650 ―

所有株式数
の割合(％)

- 12.60 0.22 55.92 0.31 0.05 30.90100.00 ―

（注）自己株式1,495株は、「個人その他」に含まれております。
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(7) 【大株主の状況】

（平成25年３月31日現在）

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山２－５－１ 10,520 46.44

株式会社センチュリー21・ジャパン 東京都港区北青山２－１２－１６ 1,495 6.60

日本土地建物株式会社 東京都千代田区霞ヶ関１－４－１ 1,400 6.18

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－１ 1,000 4.41

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１－６－６ 600 2.64

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１－２－１ 400 1.76

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１－８－１１ 392 1.73

田辺幸子 東京都大田区 289 1.27

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１－３－３ 250 1.10

磯江源 滋賀県大津市 167 0.73

計  16,513 72.90

(注)　 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

　　　　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）392株

 

EDINET提出書類

株式会社センチュリー２１・ジャパン(E05238)

有価証券報告書

17/68



(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

（平成25年３月31日現在）

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 　　　　　― 　　　　　― ―

議決権制限株式(自己株式等) 　　　　　― 　　　　　― ―

議決権制限株式(その他) 　　　　　― 　　　　　― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　1,495

　　　　　― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 21,155 21,155 ―

単元未満株式 　　　　　― 　　　　　― ―

発行済株式総数 22,650 　　　　　― ―

総株主の議決権 　　　　　―        21,155 ―

 

② 【自己株式等】

（平成25年３月31日現在）

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社センチュリー21・

ジャパン(自己保有株式)
東京都港区北青山2-12-161,495 ― 1,495 6.60

計 ― 1,495 ― 1,495 6.60

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　普通株式

 

　　(1) 【株主総会決議による取得の状況】

　　 　　該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　 該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株） 処分価額の総額

（円）

株式数（株） 処分価額の総額

（円）

引き受ける者の募集

を行った取得自己株

式

― ― ― ―

消却の処分を行った

取得自己株式
― ― ― ―

合併、株式交換、会社

分割に係る移転を

行った取得自己株式

― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

保有自己株式数 1,495 ― 149,500 ―

（注）平成25年４月１日付で株式分割（１：100）を行い、保有自己株式数が148,005株増加しております。

 

３ 【配当政策】

(1) 利益配当の基本方針

当社の業務の特性と致しまして有力な資産は人的資源とブランドエクイティーです。設備や事

業に対しての大きな投資はありません。完全な Low Risk and Middle Return のビジネスモデル

になっております。

当社の株主の皆様に対する利益配分につきましては、安定的な配当を継続して実施することを

経営の重要目標の一つとして位置付けております。

　当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としており、配当の決

定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

　なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款において定めております。

 

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり　配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成24年10月25日

取締役会
普通株式 158,662 7,500平成24年９月30日平成24年11月30日

平成25年６月19日

定時株主総会
普通株式 158,662 7,500平成25年３月31日平成25年６月20日
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(2) 当事業年度の配当決定

このような方針に基づき、当期は１株当たりの中間配当金を7,500円とし、１株当たりの年間配

当金を15,000円といたしました。この結果、当期の配当性向は、51.9％となりました。

  なお、当期の中間配当についての取締役会決議は平成24年10月25日に行っております。

 

(3) 内部留保資金の使途

内部留保資金につきましては、経営体質の充実並びに将来の事業の拡大に役立ててまいる所存

であります。

 

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次 第26期 第27期 第28期 第29期 第30期

決算年月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月

最高(円) 380,000 305,000 307,000 330,000
414,000
※4,100

最低(円) 158,000 201,000 231,000 261,000
280,000
※3,650

(注)１．最高・最低株価は、平成22年３月31日以前はジャスダック証券取引所におけるものであり、平成22年４月１日から平

成22年10月11日までは大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）におけるものであり、平成22年10月12日以降は大阪証券

取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。

　　 ２．※印は、平成25年４月１日付の株式分割（１：100）による権利落後の最高・最低株価を示しております。

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

 

月別 平成24年10月 11月 12月 平成25年１月 ２月 ３月

最高(円) 308,000 305,000 320,000 376,500 375,000
414,000
※4,100

最低(円) 296,800 293,200 300,000 319,500 336,000
366,500
※3,650

(注)１．最高・最低株価は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。

　　 ２．※印は、平成25年４月１日付の株式分割（１：100）による権利落後の最高・最低株価を示しております。
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５ 【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

取締役社長 代表取締役 三津川　一　成 昭和23年７月26日生

昭和46年４月

昭和51年４月

昭和59年４月

平成５年６月

平成８年６月

平成10年12月

平成12年６月

平成16年６月

伊藤忠商事株式会社入社

伊藤忠不動産株式会社出向

当社　出向

当社　取締役

当社　常務取締役

当社　転籍

当社　専務取締役東京営業本部長

当社　代表取締役社長(現任)

 
 
 
 
注3
 
 
 
 

4,100

常務取締役
サポート本部
長兼東京本店

長
杉　江　康　次 昭和35年８月15日生

昭和59年４月

平成12年４月

平成13年４月

 

平成15年４月

平成18年４月

 

平成20年４月

平成21年４月

平成22年４月

平成24年４月

平成24年６月

 

平成25年６月

 

伊藤忠商事株式会社入社

同社　大阪建設第三課長

同社　建設・不動産部門企画統括課　

　　　長

同社　業務部

同社　ITOCHU DNAプロジェクト室長

代行

同社　ITOCHU DNAプロジェクト室長

同社　建設第一部長代行

同社　建設第一部長

当社　出向・社長付

当社　転籍・常務取締役サポート本

部長兼東京本店長

当社　専務取締役サポート本部長兼

東京本店長(現任)

 
 
 
 
注3
 
 
 
 

100

常務取締役

 
総務
経理部長
 

藤　井　誠　之 昭和26年８月27日生

昭和50年４月

昭和59年７月

 

平成13年６月

 

平成16年４月

 

平成17年４月

 

平成20年10月

 

平成23年４月

平成24年５月

平成24年６月

伊藤忠商事株式会社入社

伊藤忠スペイン会社　ＤＩＲＥＣＴ

ＯＲ(スペイン駐在)

伊藤忠商事株式会社　財務部プロジ

ェクトファイナンス室長

同社　伊藤忠ジャカルタ事務所長代

行（インドネシア駐在）

伊藤忠インドネシア会社　副社長

（インドネシア駐在）

伊藤忠商事株式会社　名古屋支社財

経総務部長

同社　名古屋支社管理部長

同社　退社

当社　常務取締役総務経理部長(現

任)

注3 ―

取締役

フランチャイ
ズ開発本部長
兼東京マー
ケッティング
部長
 

守　屋　光　裕 昭和33年５月１日生

昭和58年４月

昭和60年５月

 

平成４年１月

平成11年１月

 

平成18年６月

平成18年７月

 

 

平成23年７月

 

平成24年６月

 

株式会社ダイア建設入社

株式会社プロンドエム設立取締役就

任

当社　入社

当社　東京本社マーケッティング部長

当社　取締役

当社　取締役東京営業本部長代行兼東

京本社マーケッティング部長

当社　取締役東京マーケッティング部

長

当社　取締役フランチャイズ開発本部

長兼東京マーケッティング部

長(現任)

注3 3,200

取締役

企画開発グ
ループ長兼Ｆ
Ｃシステム開
発部長兼広告
企画部長

赤　羽　秀　幸 昭和30年10月22日生

昭和55年４月

 

昭和63年４月

平成３年10月

平成12年９月

平成17年１月

平成22年６月

平成24年３月

 

 

平成24年７月

 

日本エヌ・シー・アール株式会社入　

　　　社

東急リゾート株式会社入社

当社　入社

当社　情報化推進室長

当社　ＦＣシステム開発部長

当社　取締役ＦＣシステム開発部長

当社　取締役サポート推進本部長兼

ＦＣシステム開発部長兼広告

企画部長

当社　取締役企画開発グループ長兼

ＦＣシステム開発部長兼広告

企画部長(現任)

注3 1,500
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数
(株)

取締役
 

大阪支店長
 

石　川　幸　雄 昭和27年７月24日生

昭和51年４月

 

昭和56年11月

 

昭和62年８月

平成16年７月

 

平成17年７月

 

 

 

平成20年７月

 

 

 

平成23年６月

野村證券投資信託販売株式会社入

　　　社

株式会社セブンーイレブン・ジャ

パン入社

当社　入社

当社　東京フィールドサービス部

　　　長

当社　名古屋支店長兼名古屋
フィールドサービス部長
兼名古屋マーケッティン
グ部長

当社　西日本営業本部長代行兼名

古支店長兼名古屋フィール

ドサービス部長兼名古屋

マーケッティング部長

当社　取締役大阪支店長(現任)

注3 2,300

取締役  木　造　信　之 昭和28年４月24日生

昭和51年４月

昭和58年10月

平成20年４月

 

 

平成20年６月

平成21年４月

 

平成24年４月

 

平成25年４月

 

伊藤忠商事株式会社入社

伊藤忠ハウジング株式会社出向

伊藤忠商事株式会社金融・不動産・

保険・物流カンパニー建設・

不動産部門長

当社　取締役(現任)

伊藤忠商事株式会社執行役員建設・

不動産部門長

同社　常務執行役員建設・金融部門

長

同社　常務執行役員住生活・情報カ

ンパニーエグゼクティブ　バ

イス　プレジデント兼建設・

金融部門長(現任)

注3 ―

取締役  佐　藤　浩　通 昭和22年７月８日生

昭和46年４月

平成５年２月

平成８年４月

平成９年５月

平成11年６月

平成12年６月

 

平成19年６月

平成21年５月

 

 

平成22年６月

平成25年１月

日本勧業銀行入行

第一勧業銀行　調布支店長

同行　管財部長

同行　営業第四部長

同行　取締役営業第一部長

株式会社クレディセゾン　常務取締

　　　役

同社　常勤監査役

日本土地建物株式会社執行役員兼日

本土地建物販売株式会社執行

役員副社長

当社　取締役(現任)

日本土地建物株式会社顧問（現任）

注3 ―

取締役  荒　　谷　　徹 昭和38年12月30日

昭和62年４月

 

平成９年10月

平成13年２月

平成18年６月

平成22年５月

平成24年４月

 

平成25年１月

 

平成25年６月

住友信託銀行株式会社入行本店営業

第三部

同行　日比谷支店

同行　事業金融部　主任調査役

同行　企業情報部　次長

同行　審査第一部　副部長

三井住友信託銀行　不動産ファイナ

ンス部　部付部長

同社　不動産ファイナンス部　部長

(現任)

当社　取締役(現任)

注3 ―
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

監査役  二反田　利　明 昭和24年８月24日生

昭和47年４月

平成14年12月

平成18年12月

 

平成19年４月

平成19年11月

 

 

 

平成21年６月

平成21年６月

平成23年６月

平成24年６月

伊藤忠商事株式会社入社

台湾伊藤忠会社出向(台北駐在)

株式会社アイ・シー・エス出向　取

締役

同社　取締役兼ITR株式会社出向

伊藤忠商事株式会社　金融・不動

産・保険・物流カンパニー　

チーフフィナンシャルオフィ

サー付

同社　退社

当社　取締役総務経理部長

当社　常務取締役総務経理部長

当社　監査役(現任)

注4 ―

監査役  角　野　俊　樹 昭和33年６月30日生

昭和57年４月

平成10年４月

平成12年４月

平成20年４月

 

平成23年４月

 

平成23年６月

平成25年４月

 

伊藤忠商事株式会社入社

同社　海外建設部　総括チーム長

同社　東京保険部　第三課長

同社　金融・不動産・保険・物流カン

パニー　経営企画部長代行

同社　不動産・金融・保険・物流事業

・リスク統括室長

当社　監査役(現任)

伊藤忠商事株式会社　住生活・情報事

業・リスク管理室長兼住生活

・情報経営企画部(現任)

注4 ―

監査役  栗　原　　均 昭和39年２月27日生

昭和61年４月

 

平成元年３月

平成３年７月

平成17年８月

平成17年９月

平成19年２月

 

平成19年10月

 

平成22年６月

港監査法人（現有限責任 あずさ監

査法人）入所

公認会計士登録

ＫＰＭＧシアトル事務所駐在

あずさ監査法人退職

栗原公認会計士事務所開業

ジャパン・ビジネス・アシュアラン

ス株式会社入社

株式会社ＪＢＡホールディングス取

締役(現任)

当社　監査役(現任)

注4 ―

計 11,200

(注)　1.取締役木造信之氏、佐藤浩通氏、荒谷徹氏は、社外取締役であります。

　　　　2.監査役角野俊樹氏、栗原均氏は、社外監査役であります。

　　　　3.取締役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年３月期に係る定時株主総会

終結の時までであります。

　　　　4.監査役の任期は、次のとおりであります。

二反田利明氏　平成24年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時ま

で。

角野　俊樹氏　平成23年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成27年３月期に係る定時株主総会

　　　　　　　の終結の時まで。

栗原　　均氏　平成22年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成26年３月期に係る定時株主総会

　　　　　　　の終結の時まで。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

　　 ①　コーポレート・ガバナンス体制の概要・当該体制を採用する具体的な理由

イ　コーポレート・ガバナンス体制の概要

当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役１名、非常勤監査役２名の合計３名体制で構成さ

れており経営に関する監視機能を強化しております。取締役会は、取締役９名（代表取締役１名含

む。）で構成されており、重要案件が生じた時には臨時取締役会を都度開催し、迅速な経営判断が

行える体制を整えております。なお、定款において、取締役の員数は10名以内と定めており、また取

締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うこと及び選任決議は、累積投票によらな

いこととしております。
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ロ　当該体制を採用する具体的な理由

　　当社は株主重視を基本とし、経営環境の変化に迅速に対応するために正確な経営情報の把握と、機

動的な意思決定を目指し、また同時に経営管理機能の充実も重要であると考えております。その実

現のために、ステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、現在の株主総会、取締役会、監査役

会、会計監査人など、法律上の機能制度を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナ

ンスを充実させていきたいと考えており、当該体制を採用しております。

ハ　内部統制システムの整備の状況

取締役会において経営に関する基本方針や重要な業務執行の決定を行うとともに監査役が各取

締役の業務執行状況を監督しております。監査役は、適切な提言・助言を行いつつ内部牽制機能を

確保するよう心掛けております。

　　　　また、コンプライアンス委員会（委員長：三津川社長）を設置し、特に個人情報保護法に対応すべく

諸施策を実施しております。

ニ　リスク管理体制の整備の状況

　　　　当社は、重要な法的課題及び経営判断に関するリスクについては、必要に応じて外部の顧問弁護士に

相談し、関係部門で検討を行っております。また、重要案件については取締役会で決定し、状況の確

認を行なっております。

 

②　内部監査役・監査役監査の組織・人員・手続

　　　　当社は、監査役制度を採用しており、取締役会などの重要な会議に出席し意見を述べ、取締役の業務

執行状況の監督を行い、経営監視体制を整備しております。また、内部監査体制として監査部（１

名）を設置し、当社の業務監査を行い、問題点の指摘、改善策の提案などを実施しております。監査

役は、会計監査人と監査業務に関し適宜情報交換を行い、また監査部とも内部監査に関し適宜情報

交換を行い、それぞれ緊密な連携を図っております。

 

③　社外取締役・社外監査役について

当社の社外取締役は３名であります。また、社外監査役は２名であります。

　　　　　イ　当社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

該当事項はありません。

ロ　社外取締役及び社外監査役の当社の企業統治において果たす機能及び役割

株主利益の最大化のために経営者が誤った意思決定をしないように、取締役会の監督機能を

強化しております。また、監督機能の強化により企業としての持続的な発展を確保することが最

大の役割と考えます。

ハ　社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方

　　　　　　取締役会や監査役会の監督機能強化を目的として、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の

利害関係のない独立した有識者や専門的な知識・経験等を持つ者を選任し、当社の経営に役立て

ることを基本的な考え方としております。

　　　　　　社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、大阪証券

取引所の役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

ニ　社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互

連携並びに内部統制部門との関係

　　　　　社外取締役及び社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、常勤監査役と適宜必要な情報交

換を図っております。また、会計監査人及び監査部とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っ

EDINET提出書類

株式会社センチュリー２１・ジャパン(E05238)

有価証券報告書

25/68



ております。

 

④　役員の報酬等

　　　　イ　提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数　

役員区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる役員

の員数（名）基本報酬
ストックオ

プション
賞与 退職慰労金

取締役

（社外取締役を除く。)
102,336 84,048 - - 18,288 8

監査役

（社外監査役を除く。)
8,797 8,797 - - - 1

社外役員 12,172 12,172 - - - 6

　　　　ロ　提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

　　　　　　報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

　　　　ハ　使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

　　　　　　該当事項はありません。

　　　　ニ　役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社業績を基本に、グループ他社の状況も勘案し、報酬等の額を決定する方針であります。ま

た、その決定方法は、代表取締役により決定されます。

 

⑤　株式の保有状況

　イ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

　　　　　　該当事項はありません。

　　　　ロ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び

保有目的

該当事項はありません。

ハ　保有目的が純投資目的である投資株式

 前事業年度

（千円）

当事業年度

（千円）

 貸借対照表計

上額の合計額

貸借対照表計

上額の合計額

受取配当金の

合計額

売却損益の合

計額

評価損益の合

計額

非上場株式         117         117       8,402          -           -

非上場株式以外の株式     424,170    696,330     24,918          -     254,441
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⑥　会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数、所属する監査法人名並び

に監査業務に係る補助者の構成については、以下のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名 所属監査法人 継続監査年数

池　田　　　敬　二 有限責任 あずさ監査法人 ２年

神　宮　　　厚　彦 有限責任 あずさ監査法人 １年

 

監査業務に係る補助者の構成 人数

公　認　会　計　士 ７名

そ　　　の　　　他 10名

　　　　　 （注）その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者であります。

 

⑦　取締役の定数

　　　　当社は、取締役の定数を10名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑧　取締役選任の決議要件

　　　　　当社は、取締役の選任決議について、株主総会において決議権を行使することができる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任する旨及び選任決議

は、累積投票によらないことを定款で定めております。

 

⑨　剰余金の配当等の決定機関

　　　　　当社は、剰余金の配当等を機動的に実施するため、毎年９月30日を基準日として、取締役会の決議に

よって会社法第454条第５項に定める剰余金の配当（中間配当）をすることができる旨を定款に

定めております。

 

⑩　自己株式取得の決定機関

　　　　　当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議に

よって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款で定めております。
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

18,000 ― 18,000  

 

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

 

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

 

 

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(平成24年４月１日から平成25年３月31日

まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

３　連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

４　財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人との連

携や各種セミナー等への積極的な参加を行っております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

該当事項はありません。

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 439,551 317,648

営業未収入金 498,043 461,701

有価証券 2,400,000 2,800,000

前払費用 11,727 13,739

繰延税金資産 58,707 76,915

その他 28,042 18,753

貸倒引当金 △118,282 △124,933

流動資産合計 3,317,788 3,563,824

固定資産

有形固定資産

建物附属設備 98,630 93,319

減価償却累計額 △68,653 △61,689

建物附属設備（純額） 29,976 31,629

車両運搬具 15,143 17,771

減価償却累計額 △5,621 △9,737

車両運搬具（純額） 9,521 8,033

工具、器具及び備品 164,504 165,717

減価償却累計額 △149,633 △150,535

工具、器具及び備品（純額） 14,870 15,181

リース資産 25,549 15,649

減価償却累計額 △17,421 △11,476

リース資産（純額） 8,128 4,173

有形固定資産合計 62,497 59,018

無形固定資産

ソフトウエア 56,257 77,514

リース資産 23,194 12,125

電話加入権 1,966 1,966

無形固定資産合計 81,418 91,606

投資その他の資産

投資有価証券 424,287 696,447

長期貸付金 5,743 5,597

固定化営業債権 ※1
 123,155

※1
 93,567

長期前払費用 567 388

差入保証金 49,784 54,115

繰延税金資産 156,372 35,008

その他 1,983 1,983

貸倒引当金 △128,898 △99,164

投資その他の資産合計 632,996 787,943

固定資産合計 776,912 938,568

資産合計 4,094,701 4,502,392
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金 187,650 169,759

リース債務 15,536 13,120

未払金 71,376 71,571

未払費用 15,220 32,680

未払法人税等 235,633 210,140

未払消費税等 20,897 15,694

前受金 8,116 10,733

預り金 15,596 14,838

賞与引当金 50,000 55,000

流動負債合計 620,025 593,537

固定負債

リース債務 17,497 4,377

長期未払金 55,685 37,396

退職給付引当金 68,586 76,259

リフォーム保障引当金 101,392 95,761

資産除去債務 1,820 1,960

固定負債合計 244,981 215,755

負債合計 865,007 809,293

純資産の部

株主資本

資本金 517,750 517,750

資本剰余金

資本準備金 168,570 168,570

資本剰余金合計 168,570 168,570

利益剰余金

利益準備金 30,724 30,724

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 3,042,399 3,337,065

利益剰余金合計 3,073,124 3,367,790

自己株式 △518,765 △518,765

株主資本合計 3,240,679 3,535,345

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △10,985 157,753

評価・換算差額等合計 △10,985 157,753

純資産合計 3,229,693 3,693,099

負債純資産合計 4,094,701 4,502,392
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

営業収益

サービスフィー収入 2,485,952 2,597,218

ＩＴサービス収入 481,097 533,023

加盟金収入 182,093 176,562

その他 64,368 61,523

営業収益合計 3,213,512 3,368,327

営業原価 1,042,139 1,081,350

営業総利益 2,171,373 2,286,976

販売費及び一般管理費 ※1
 1,283,690

※1
 1,337,344

営業利益 887,682 949,632

営業外収益

受取利息 5,014 4,797

受取配当金 30,795 33,320

研修教材販売収入 18,228 19,919

受取事務手数料 10,334 10,369

その他 2,416 2,743

営業外収益合計 66,789 71,150

営業外費用

支払利息 1,891 1,010

為替差損 825 3,016

その他 4 0

営業外費用合計 2,721 4,027

経常利益 951,750 1,016,755

特別損失

有形固定資産除却損 － 4,027

リース解約損 2,466 －

特別損失合計 2,466 4,027

税引前当期純利益 949,284 1,012,727

法人税、住民税及び事業税 434,969 401,000

法人税等調整額 △9,319 △264

法人税等合計 425,650 400,736

当期純利益 523,633 611,991
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【営業原価明細書】

 

  
前事業年度

(自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日)

当事業年度
(自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

サービスフィー原価  266,76325.6 274,52325.4

広告拠出金  248,59523.9 261,60124.2

ＩＴサービス原価  451,71743.3 484,04644.8

人件費  39,259 3.8 36,946 3.4

その他  35,802 3.4 24,232 2.2

営業原価  1,042,139100.0 1,081,350100.0
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 517,750 517,750

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 517,750 517,750

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 168,570 168,570

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 168,570 168,570

資本剰余金合計

当期首残高 168,570 168,570

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 168,570 168,570

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 30,724 30,724

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 30,724 30,724

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 2,836,091 3,042,399

当期変動額

剰余金の配当 △317,325 △317,325

当期純利益 523,633 611,991

当期変動額合計 206,308 294,666

当期末残高 3,042,399 3,337,065

利益剰余金合計

当期首残高 2,866,816 3,073,124

当期変動額

剰余金の配当 △317,325 △317,325

当期純利益 523,633 611,991

当期変動額合計 206,308 294,666

当期末残高 3,073,124 3,367,790

自己株式

当期首残高 △518,765 △518,765

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △518,765 △518,765
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

株主資本合計

当期首残高 3,034,371 3,240,679

当期変動額

剰余金の配当 △317,325 △317,325

当期純利益 523,633 611,991

当期変動額合計 206,308 294,666

当期末残高 3,240,679 3,535,345

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △99 △10,985

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△10,886 168,739

当期変動額合計 △10,886 168,739

当期末残高 △10,985 157,753

評価・換算差額等合計

当期首残高 △99 △10,985

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△10,886 168,739

当期変動額合計 △10,886 168,739

当期末残高 △10,985 157,753

純資産合計

当期首残高 3,034,271 3,229,693

当期変動額

剰余金の配当 △317,325 △317,325

当期純利益 523,633 611,991

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,886 168,739

当期変動額合計 195,422 463,405

当期末残高 3,229,693 3,693,099
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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 949,284 1,012,727

減価償却費 57,143 59,256

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,000 5,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,490 7,673

リフォーム保障引当金の増減額（△は減少） △1,257 △5,630

貸倒引当金の増減額（△は減少） 41,087 △23,083

受取利息及び受取配当金 △35,809 △38,118

支払利息 1,891 1,010

有形固定資産除却損 1,086 4,027

リース解約損 2,466 －

営業債権の増減額（△は増加） △68,225 65,930

前払費用の増減額（△は増加） △1,098 △2,012

その他の流動資産の増減額（△は増加） △7,482 6,693

営業債務の増減額（△は減少） 31,698 △17,890

長期未払金の増減額（△は減少） △24,300 △18,288

未払金の増減額（△は減少） 14,907 195

未払費用の増減額（△は減少） △780 17,460

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,809 △5,202

その他の流動負債の増減額（△は減少） △6,127 △1,216

小計 960,801 1,068,531

利息及び配当金の受取額 46,137 40,918

利息の支払額 △1,891 △1,010

法人税等の支払額 △376,129 △418,503

営業活動によるキャッシュ・フロー 628,919 689,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △400,000 △400,000

有形固定資産の取得による支出 △19,994 △23,144

有形固定資産の除却による支出 － △7,350

無形固定資産の取得による支出 △25,967 △45,305

貸付金の回収による収入 292 146

長期前払費用の取得による支出 △924 △182

差入保証金の差入による支出 △1,360 △13,659

差入保証金の回収による収入 6,752 10,517

投資活動によるキャッシュ・フロー △441,201 △478,977

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △317,325 △317,325

リース債務の返済による支出 △20,387 △15,536

財務活動によるキャッシュ・フロー △337,712 △332,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △149,994 △121,903

現金及び現金同等物の期首残高 589,546 439,551

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 439,551

※1
 317,648
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

　その他有価証券

　　時価のあるもの

　　　決算期末日の市場価格に基づく時価法

　　　（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）

　　時価のないもの

　　　移動平均法による原価法

 

２　固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

①平成19年３月31日以前に取得したもの

　旧定率法によっております。

②平成19年４月１日以降に取得したもの

　定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　建物附属設備　　８～18年

　　工具器具備品　　２～20年

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産につ

いては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

しかしながら、これによる当事業年度への営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽

微であります。

　(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

ソフトウェア(自社利用)については、社内における見込利用可能期間(５年)による定額法によっております。

　(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のものにつ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

 

３　引当金の計上基準

　(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

　(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

　(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額の100％を計上しております。

　(4) リフォーム保障引当金

賃貸人の退去リフォーム保障の費用に備えるため、退去リフォーム保障規程に基づく期末要支給額の100％相

当額を引当計上しております。
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４　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなります。

 

５　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　　消費税等の処理方法

　　　消費税等は、税抜方式により処理しております。

 

(会計方針の変更)

　　　該当事項はありません。

 

(未適用の会計基準等)

　　　該当事項はありません。

 

(追加情報)

　　　該当事項はありません。
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(貸借対照表関係)

※１　財務諸表等規則第32条第１項第10号の債権であります。

 

(損益計算書関係)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

 
前事業年度

(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

　給与及び賞与 309,077千円 323,922千円

　役員報酬 106,465千円 105,018千円

　賞与引当金繰入額 49,202千円 55,000千円

　退職給付費用 11,503千円 8,402千円

　賃借料 115,145千円 116,906千円

　減価償却費 47,742千円 39,418千円

　業務委託費 134,288千円 147,435千円

　人材派遣費 64,049千円 60,257千円

　会議費 79,957千円 91,290千円

　貸倒引当金繰入額 68,318千円 43,637千円

   

販売費に属する費用のおおよその割
合

74％ 74％

一般管理費に属する費用のおおよそ
の割合

26％ 26％
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 22,650 　- - 22,650

 
 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 1,495 - - 1,495

 

３　新株予約権等に関する事項

　　　 該当事項はありません。
 

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成23年６月22日
定時株主総会

普通株式 158,662 7,500平成23年３月31日平成23年６月23日

平成23年10月27日
取締役会

普通株式 158,662 7,500平成23年９月30日平成23年12月１日

 

　(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年６月20日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 158,662 7,500平成24年３月31日平成24年６月21日

 

当事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 22,650 　- - 22,650

 
 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 1,495 - - 1,495

 

３　新株予約権等に関する事項

　　　 該当事項はありません。
 

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成24年６月20日
定時株主総会

普通株式 158,662 7,500平成24年３月31日平成24年６月21日

平成24年10月25日
取締役会

普通株式 158,662 7,500平成24年９月30日平成24年11月30日

 

　(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成25年６月19日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 158,662 7,500平成25年３月31日平成25年６月20日

 

次へ
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前事業年度

(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

現金及び預金 439,551千円 317,648千円

現金及び現金同等物 439,551千円 317,648千円
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(リース取引関係)

　リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

　(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

前事業年度(平成24年３月31日)

 取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

工具、器具及び備品 -千円 -千円 -千円

ソフトウエア -千円 -千円 -千円

合計 -千円 -千円 -千円

 

当事業年度(平成25年３月31日)

 取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

工具、器具及び備品 -千円 -千円 -千円

ソフトウエア -千円 -千円 -千円

合計 -千円 -千円 -千円

 

　(2) 未経過リース料期末残高相当額

 
前事業年度

(平成24年３月31日)
当事業年度

(平成25年３月31日)

１年内 -千円 -千円

１年超 -千円 -千円

合計 -千円 -千円

 

　(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

 

 
前事業年度

(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

支払リース料 443千円 -千円

減価償却費相当額 406千円 -千円

支払利息相当額 1千円 -千円

 

　(4) 減価償却費相当額の算定方法

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

 

　(5) 利息相当額の算定方法

　　　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法

によっております。
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１　ファイナンス・リース取引

（借主側）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

　(1) リース資産の内容

　　　・　有形固定資産

　　　　　　主として基幹システム用サーバー（工具、器具及び備品）であります。

　　　・　無形固定資産

　　　　　　主として基幹システム用ソフトウエアであります。

　(2) リース資産の減価償却の方法

　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、必要な資金はすべて自己資金により賄っております。余資は、譲渡性預金及び定期預金にて運用して

おります。デリバティブ取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である営業未収入金及び固定化営業債権は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券

は、主に市場価格の変動リスクに晒されております。有価証券は、資金運用方針に従い、譲渡性預金として金融

機関に対して、預け入れを行っているものであります。差入保証金は、主に本社・事業所建物の賃貸借契約に伴

うものであります。

営業債務である営業未払金、未払金、未払法人税等及び未払消費税等は、ほとんど１年以内の支払期日であり

ます。ファイナンス・リース取引に係る債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償

還日は決算後、最長で５年以内であります。長期未払金は、役員退職慰労金の打ち切り支給に係る債務であり、

各役員の退職時に支給する予定であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業債権である営業未収入金及び固定化営業債権について、フィールドサービス部が取引先の状況

をモニタリングし、残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っ

ております。

差入保証金については、信用度の高い企業と賃貸借契約を結ぶこととしております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況を把握しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部からの報告に基づき総務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することにより流動性リス

クを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格のない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によっ

た場合、当該価額が異なることもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが

極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。（（注２）参照）

 

前事業年度（平成24年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位：千円)

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金

(2) 営業未収入金

貸倒引当金（＊１）

439,551

498,043

△118,282

439,551 -

 

(3) 有価証券

(4) 投資有価証券

(5) 固定化営業債権

貸倒引当金（＊１）

379,761

2,400,000

424,170

123,155

△123,155

379,761

2,400,000

424,170

-

-

-

 

(6) 差入保証金

-

49,784

-

49,763

-

△21

資産計 3,693,267 3,693,246 △21

(1) 営業未払金

(2) 未払金

(3) 未払法人税等

(4) 未払消費税等

(5) リース債務

(6) 長期未払金

187,650

71,376

235,633

20,897

33,034

55,685

187,650

71,376

235,633

20,897

34,223

55,363

-

-

-

-

1,189

△321

負債計 604,276 605,144 868

　　　＊１　営業未収入金及び固定化営業債権については、貸倒引当金を控除しております。
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当事業年度（平成25年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位：千円)

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金

(2) 営業未収入金

貸倒引当金（＊１）

317,648

461,701

△124,933

317,648

 

 

-

 

(3) 有価証券

(4) 投資有価証券

(5) 固定化営業債権

貸倒引当金（＊１）

336,767

2,800,000

696,330

93,567

△93,567

336,767

2,800,000

696,330

 

 

-

-

-

 

(6) 差入保証金

-

54,115

-

54,102

-

△13

資産計 4,204,861 4,204,848 △13

(1) 営業未払金

(2) 未払金

(3) 未払法人税等

(4) 未払消費税等

(5) リース債務

(6) 長期未払金

169,759

71,571

210,140

15,694

17,497

37,396

169,759

71,571

210,140

15,694

18,205

37,259

-

-

-

-

707

△136

負債計 522,059 522,631 571

　　　＊１　営業未収入金及び固定化営業債権については、貸倒引当金を控除しております。

 

（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

　資　産

（1）現金及び預金、（2）営業未収入金並びに（3）有価証券

これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（4）投資有価証券

これらの株式の時価については、取引所の価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

（5）固定化営業債権

固定化営業債権の時価は、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、

決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時

価としております。

（6）差入保証金

　　　時価については、将来キャッシュ・フローを期末から返還までの見積り期間に基づき、国債の利回り等を参

考にした利率で割り引いた現在価値により算定しております。

 

負　債

（1）営業未払金、（2）未払金、（3）未払法人税等並びに(4)未払消費税等

これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

（5）リース債務
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これらの時価については、元利金の合計額を、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現

在価値により算定しております。

（6）長期未払金

長期未払金の時価の算定は、合理的に見積りした支払予定時期に基づき、国債の利回り等で割り引いた現

在価値によっております。

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区分 平成24年３月31日 平成25年３月31日

非上場株式 117 117

　　　上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（4）投資有価証
券」には含めておりません。

 

（注３）金銭債権及び満期がある投資有価証券の決算日後の償還予定額

 

前事業年度（平成24年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　      （単位：千円）

 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

現金及び預金

営業未収入金

有価証券

差入保証金

439,551

498,043

2,400,000

-

-

-

-

49,784

-

-

-

-

-

-

-

-

合計 3,337,595 49,784 - -

 

当事業年度（平成25年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　    （単位：千円）

 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

現金及び預金

営業未収入金

有価証券

差入保証金

317,648

461,701

2,800,000

-

-

-

-

41,566

-

-

-

12,549

-

-

-

-

合計 3,579,349 41,566 12,549 -
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（注４）リース債務の決算日後の返済予定額

 
　　　　　　前事業年度（平成24年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 
１年以内

１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

リース債務 15,536 13,120 4,377 - - -

合計 15,536 13,120 4,377 - - -

 

 

　　　　　　当事業年度（平成25年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 
１年以内

１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

リース債務 13,120 4,377 - - - -

合計 13,120 4,377 - - - -

 

 (有価証券関係)

 

１．満期保有目的の債券

前事業年度（平成24年３月31日）

区分
決算日における

貸借対照表計上額（千円）
時価(千円) 差額(千円)

時価が貸借対照表計上額

を超えないもの
   

(1)国債・地方債等

(2)社債

(3)その他(注)

-

-

2,400,000

-

-

2,400,000

-

-

-

合計 2,400,000 2,400,000 -

(注) その他には、譲渡性預金が含まれております。

 

当事業年度（平成25年３月31日）

区分
決算日における

貸借対照表計上額（千円）
時価(千円) 差額(千円)

時価が貸借対照表計上額

を超えないもの
   

(1)国債・地方債等

(2)社債

(3)その他(注)

-

-

2,800,000

-

-

2,800,000

-

-

-

合計 2,800,000 2,800,000 -

(注) その他には、譲渡性預金が含まれております。
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    ２．その他有価証券

前事業年度（平成24年３月31日）

区分
決算日における
貸借対照表計上額
（千円）

 
取得原価
（千円）

 
差額
（千円）

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの

株式

 

 

424,170

 

 

441,888

 

 

△17,718

    

当事業年度（平成25年３月31日）

区分
決算日における
貸借対照表計上額
（千円）

 
取得原価
（千円）

 
差額
（千円）

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの

株式

 

 

696,330

 

 

441,888

 

 

254,441

 

３．事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)

該当事項はありません。

 

当事業年度(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

該当事項はありません。
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(デリバティブ取引関係)

前事業年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

 

当事業年度(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

 

(退職給付関係)

１　採用している退職給付制度の概要

　　　　当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。

２　退職給付債務及びその内訳

 前事業年度

（平成24年３月31日）

当事業年度

（平成25年３月31日）

退職給付引当金（千円） 68,586 76,259

　　　(注)　当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。

３　退職給付費用の内訳

 前事業年度

（平成24年３月31日）

当事業年度

（平成25年３月31日）

勤務費用（千円） 11,503 8,402

 

(ストック・オプション等関係)

前事業年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)

該当事項はありません。

 

当事業年度(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

該当事項はありません。
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(税効果会計関係)

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

(平成24年３月31日)
当事業年度

(平成25年３月31日)

繰延税金資産   

　貸倒引当金 97,210千円 82,893千円

　賞与引当金 19,000千円 20,900千円

　退職給付引当金 24,691千円 27,453千円

　長期未払金 21,080千円 14,131千円

　リフォーム保障引当金 38,529千円 36,390千円

　資産除去債務 692千円 745千円

　差入保証金 3,528千円 3,100千円

　未払事業税 18,654千円 18,467千円

　会員権評価損 14,321千円 14,321千円

　未払金 10,171千円 10,663千円

　未払費用 5,320千円 11,966千円

  未収入金 -千円 7,144千円

　電話加入権 3,280千円 3,280千円

　その他有価証券評価差額金 6,732千円 -千円

　繰延税金資産の小計 263,208千円 251,453千円

　評価性引当額 △48,129千円 △42,843千円

繰延税金資産の合計 215,079千円 208,610千円

繰延税金負債   

　その他有価証券評価差額金 -千円 △96,687千円

繰延税金負債の合計 -千円 △96,687千円

繰延税金資産の純額 215,079千円 111,923千円

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 
前事業年度

(平成24年３月31日)
当事業年度

(平成25年３月31日)

法定実効税率 41.0％ 38.0％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない
項目

1.7％ 1.8％

評価性引当額の増減 △1.6％ △0.3％

税率変更による期末繰延税金資産の   

減額修正 1.9％ -％

過年度法人税 2.0％ -％

その他 △0.2％ 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担
率

44.8％ 39.6％
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(資産除去債務関係)

 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

 

（１）当該資産除去債務の概要

当社の名古屋支店事務所の不動産賃貸借契約に伴う現状回復義務等であります。

 

（２）当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15年と見積り、国債の利回り等を参考にした利率で割り引いた現在価値により資

産除去債務の金額を算定しております。

 

（３）当該資産除去債務の総額の増減

 
前事業年度

（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

当事業年度
（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

期首残高 1,680千円 1,820千円

時の経過による調整額 140千円 140千円

期末残高 1,820千円 1,960千円

 

 

(賃貸等不動産関係)

　　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前事業年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)

当社は、不動産フランチャイズ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

Ⅱ　当事業年度(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

当社は、不動産フランチャイズ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

前事業年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)

１　製品及びサービスごとの情報

当社は、単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、

記載を省略しております。

２　地域ごとの情報

(1) 営業収益

　　　 本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

　　　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３　主要な顧客ごとの情報

　　 外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

 

当事業年度(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

１　製品及びサービスごとの情報

当社は、単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、

記載を省略しております。

２　地域ごとの情報

(1) 営業収益

　　　 本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

　　　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３　主要な顧客ごとの情報

　　 外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 

 (持分法損益等)

関連会社がないため、該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前事業年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)

１　関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

 

２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

該当事項はありません。

 

（２）重要な関連会社の要約財務情報

 該当事項はありません。

 

当事業年度(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

１　関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

 

２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

該当事項はありません。

 

（２）重要な関連会社の要約財務情報

 該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日)

当事業年度
(自　平成24年４月１日
  至　平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 1,526円68銭 1,745円73銭

１株当たり当期純利益金額 247円52銭 289円29銭

(注)　１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、転換社債等潜在株式が存在しないため、記載して

おりません。

２．当社は平成25年４月１日を効力発生日として普通株式１株につき100株の割合での株式分割を行いまし

た。これにより、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株

当たり当期純利益を算定しております。

３．１株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

１株当たり当期純利益金額 247円52銭 289円29銭

　(算定上の基礎)   

当期純利益(千円) 523,633 611,991

普通株主に帰属しない金額(千円) - -

普通株式に係る当期純利益(千円) 523,633 611,991

期中平均株式数(株) 21,155 21,155

４．１株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(平成24年３月31日)
当事業年度

(平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 1,526円68銭 1,745円73銭

　(算定上の基礎)   

純資産額(千円) 3,229,693 3,693,099

普通株式の発行済株式数(株) 22,650 22,650

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) 21,155 21,155
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 (重要な後発事象)

株式分割

　　　　　当社は平成25年１月25日開催の取締役会決議に基づき、株式分割を下記のとおり実施いたし

　　　　ました。

(1)分割の方法

　平成25年３月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主が所有

する株式を、１株につき100株の割合をもって分割いたしました。

(2)分割により増加した株式数

株式分割前の当社発行済株式総数　　　  22,650株

分割により増加した株式総数　　　　 2,242,350株

株式分割後の当社発行済株式総数     2,265,000株

株式分割後の発行可能株式総数　　　 5,000,000株

(3)日程

基準日設定公告日　　平成25年３月14日

基準日　　　　　　　平成25年３月31日

効力発生日　　　　　平成25年４月１日

(4)１株当たり情報に及ぼす影響は、（１株当たり情報）に反映されております。
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⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

　　　　銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（千円）

投資有価証券 その他有価証券

アドバンス・レジデンス投資法人 2,700 696,330

BLUEWELL REINSURANCE COMPANY

(BERMUDA)LTD.
1 116

伊藤忠都市開発㈱ 600 0

計 3,301 696,447

【その他】

種類及び銘柄 投資口数等 貸借対照表計上額(千円)

有価証券 その他有価証券

株式会社みずほコーポレート銀行 - 1,500,000

三井住友信託銀行株式会社 - 1,000,000

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 - 300,000

計 - 2,800,000

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産        

　建物附属設備 98,63010,33315,64493,31961,6894,83931,629

　車両運搬具 15,1432,628 - 17,7719,737 4,116 8,033

　工具、器具及び備品 164,50410,1828,969165,717150,5359,47915,181

リース資産 25,549 - 9,90015,64911,4763,954 4,173

有形固定資産計 303,82723,14434,513292,458233,44022,39059,018

無形固定資産        

　ソフトウェア 95,48645,30514,010126,78149,26624,04777,514

リース資産 51,483 - 4,97946,50434,37811,06912,125

　電話加入権 1,966 - - 1,966 - - 1,966

無形固定資産計 148,93645,30518,990175,25183,64535,11691,606

(注)　当期増加の主なものは次の通りであります。

 建物附属設備 間仕切工事・内装工事他 10,333千円

 工具、器具及び備品 複合機3台 3,373千円

 　　　　〃 テレビ会議システム 4,140千円

 ソフトウエア 反響管理システム（LEAD21） 35,695千円
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【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高

（千円）

当期末残高

（千円）

平均利率

（％）
返済期限

１年以内に返済予定のリース債務 15,536 13,120 3.95 -

リース債務（１年以内に返済予定

のものを除く。）
17,497 4,377 3.95 平成26年

合計 33,034 17,497 - -

（注）１　平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりでありま

す。

 

 １年超２年以内

（千円）

２年超３年以内

（千円）

３年超４年以内

（千円）

４年超５年以内

（千円）

リース債務 4,377 - - -

 

【引当金明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 247,180 43,637 66,720 - 224,097

賞与引当金 50,000 55,000 50,000 - 55,000

リフォーム保障引当金 101,392 14,812 20,442 - 95,761

 

【資産除去債務明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務     1,820      140         -     1,960
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

ａ　資産の部

イ　現金及び預金

 

区分 金額(千円)

現金 2,218

預金の種類  

当座預金 121,852

普通預金 190,338

定期預金 -

別段預金 3,239

計 315,430

合計 317,648

 

ロ　営業未収入金

(イ)相手先別内訳

 

相手先 金額(千円)

株式会社中央住宅 10,256

株式会社アイテム 6,116

株式会社セイシュク 5,469

トウマンホーム株式会社 5,227

株式会社マルツーリアルティ 5,004

その他 429,627

合計 461,701

 

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

498,043 3,517,0133,553,356 461,701 88.5 49.80

(注)　当期発生高には消費税等が含まれております。
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ｂ　負債の部

イ　営業未払金

 

相手先 金額(千円)

センチュリー21国際本部 80,849

ＩＴサービス 44,589

センチュリー21・ジャパン広告基金 31,670

複合機 2,468

加盟手数料 10,112

人材サービス 68

合計 169,759

 

ロ　未払法人税等

 

相手先 金額(千円)

未払法人税・住民税 161,541

未払事業税 48,598

合計 210,140
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ハ　預り金

 

相手先 金額(千円)

広告基金 4,211

3月分源泉所得税 2,629

センチュリー21地域連絡会 2,678

3月分住民税 1,920

2月分厚生年金保険料 1,897

2月分健康保険料 1,339

その他 160

合計 14,838

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

営業収益        (千円) 810,3881,637,4112,502,4993,368,327

税引前

四半期（当期）純利益金額(千円)
238,804 501,741 790,8831,012,727

四半期（当期）純利益金額(千円) 142,084 298,541 470,573 611,991

１株当たり

四半期（当期）純利益金額  (円)
67.16 141.12 222.44 289.29

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり

四半期純利益金額  (円)
67.16 73,96 81.32 66.85

（注）当社は平成25年４月１日を効力発生日として普通株式１株につき100株の割合での株式分割を行いました。当

事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しており

ます。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 ―――

公告掲載方法

当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができないやむを

得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載する。

なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりで

す。

http://www.century21.jp

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）１．単元未満株式の買取りについては該当事項はありません。

　　　２．平成25年１月25日開催の取締役会決議に基づき、平成25年４月１日付で単元株制度を採用し、単元株式数を100株として

おります。
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書

　　事業年度　第29期(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)平成24年６月20日関東財務局長に提出

 

(2) 内部統制報告書

　　事業年度　第29期(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)平成24年６月20日関東財務局長に提出

 

(3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書

第30期第１四半期(自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日)平成24年８月13日関東財務局長に提出

第30期第２四半期(自　平成24年７月１日　至　平成24年９月30日)平成24年11月13日関東財務局長に提出

第30期第３四半期(自　平成24年10月１日　至　平成24年12月31日)平成25年２月13日関東財務局長に提出

 

(4) 臨時報告書

　　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基

づく臨時報告書

平成24年６月27日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

平成25年６月19日

株式会社センチュリー21・ジャパン

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　池　　田　　敬　　二　　㊞

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　神　　宮　　厚　　彦　　㊞

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社センチュリー21・ジャパンの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第30期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、そ

の他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するため

に経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策

定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用さ

れる。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部

統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積

りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社センチュリー21・ジャパンの平成25年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社センチュリー21

・ジャパンの平成25年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報

告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性

がある。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意

見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監

査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書

に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監

査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手

するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影

響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続

及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、株式会社センチュリー21・ジャパンが平成25年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効で

あると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の

評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
 
 
※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途

保管しております。

　２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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